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(57)【要約】
【課題】金属材料中に形成された脆化因子を非破壊で評
価することができる非破壊評価技術を提供する。
【解決手段】本実施形態の非破壊評価方法は、金属材料
の物性値の変化に基づいて金属材料における中性子照射
脆化による脆化因子を評価する工程を含むことにより、
金属材料中に形成された脆化因子を非破壊で評価するこ
とができ、試験片に損傷を与えることなく、溶質原子ク
ラスターおよび転位ループの数密度を評価することがで
きる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属材料の物性値の変化に基づいて前記金属材料における中性子照射脆化による脆化因
子を評価する工程を含む、
　非破壊評価方法。
【請求項２】
　少なくとも２種類の前記物性値の変化に基づいて前記脆化因子を評価する、
　請求項１に記載の非破壊評価方法。
【請求項３】
　前記物性値は、電気特性値、磁気特性値、硬さのうちの少なくともいずれかを含む、
　請求項１または請求項２に記載の非破壊評価方法。
【請求項４】
　前記電気特性値は、電気抵抗率である、
　請求項３に記載の非破壊評価方法。
【請求項５】
　前記磁気特性値は、交流磁化測定により評価される角型比である、
　請求項３または請求項４に記載の非破壊評価方法。
【請求項６】
　前記脆化因子は、溶質原子クラスターおよび転位ループを含む、
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の非破壊評価方法。
【請求項７】
　前記金属材料は、低合金鋼である、
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の非破壊評価方法。
【請求項８】
　前記脆化因子に基づいて前記金属材料の機械特性を評価する工程を含む、
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の非破壊評価方法。
【請求項９】
　前記機械特性は、延性脆性遷移温度である、
　請求項８に記載の非破壊評価方法。
【請求項１０】
　中性子照射期間が第１期間である前記物性値と中性子照射期間が前記第１期間よりも長
い第２期間である前記物性値とに基づいて前記脆化因子を評価する、
　請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の非破壊評価方法。
【請求項１１】
　前記金属材料は、原子炉を収容する圧力容器を形成する材料に対応している、
　請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の非破壊評価方法。
【請求項１２】
　前記脆化因子を評価する工程にて、前記脆化因子の数密度を次の数式を用いて計算する
、
【数１】

　ここで、
　ｘｊは、脆化因子ｊの数密度（ｊ＝１，２,…,ｍ）、



(3) JP 2020-176855 A 2020.10.29

10

20

30

40

50

　Ｐｉ（ｘ１,ｘ２,…,ｘｍ）は、中性子照射後の金属材料の物性値i（ｉ＝１，２,…,ｎ
）、
　ｑｉｊ(ｘｊ)は、脆化因子ｊの形成に伴う物性値ｉの変化量（ｉ＝１，２,…,ｎ、ｊ＝
１，２,…,ｍ）、
　ｓｉは、中性子照射前の金属材料の物性値ｉ（ｉ＝１，２,…,ｎ）、
　である、
　ただし、ｎ≧ｍ≧１である、
　請求項１から請求項１１のいずれか１項に記載の非破壊評価方法。
【請求項１３】
　前記脆化因子を評価する工程にて、前記脆化因子の数密度を次の数式を用いて計算する
、
【数２】

　ここで、
　ｘは、溶質原子クラスターの数密度、
　ｙは、転位ループの数密度、
　Ｒ（ｘ，ｙ）は、中性子照射後の低合金鋼の電気抵抗率、
　ｒ０は、中性子照射前の低合金鋼の電気抵抗率、
　Ｍ（ｘ，ｙ）は、中性子照射後の低合金鋼の角型比、
　ｍ０は、中性子照射前の低合金鋼の角型比、
　である、
　請求項１から請求項１２のいずれか１項に記載の非破壊評価方法。
【請求項１４】
　金属材料の物性値の変化に基づいて前記金属材料における中性子照射脆化による脆化因
子を評価する脆化因子評価部を備える、
　非破壊評価システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、非破壊評価方法および非破壊評価システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　４０年超える原子力発電プラントの運転においては、圧力容器の中性子照射脆化評価に
よる健全性担保が求められる。現在、脆化評価は予測と実測の両面から行われている。予
測は、照射により金属組織中に形成される脆化因子である溶質原子クラスターおよび転位
ループの数密度、低合金鋼の化学組成、照射速度、照射時間などの関数である脆化予測式
により行われている。一方、実測は、原子炉内に設置された監視試験片を破壊試験に供す
ることで行われている。しかし、運転開始時に設置された試験片数が４０年運転相当分で
あったことから、将来、監視試験片の数が不足することが懸念されている。その解決策と
して、超微小硬さ試験により脆化度合いを評価することで、測定に伴う試験片の損傷を最
小限に抑える方法、超音波を用いて脆化度合いを非破壊で評価する方法などが知られてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５５６２７２６号公報
【特許文献２】特開平１１－２４８６９１号公報
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【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】原子炉構造材の監視試験方法（JEAC4201-2007）　一般社団法人日本電
気協会
【非特許文献２】電力中央研究所報告　軽水炉圧力容器鋼材の照射脆化予測法の式化に関
する研究－照射脆化予測法の開発－　一般財団法人電力中央研究所
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　脆化予測式の入力値となる溶質原子クラスターおよび転位ループの数密度評価を行うた
めには、監視試験片から観察試料を作製する必要があるため、監視試験片が損傷を受ける
。また、超微小硬さ試験による評価方法では測定後の試験片表面に圧痕が残るため、同一
箇所での再測定が不可能となる。一方、超音波による評価方法では、評価後の試験片に損
傷は生じないが、脆化因子である溶質原子クラスターおよび転位ループを分離して評価す
ることができないため、脆化予測式への入力値となる溶質原子クラスターおよび転位ルー
プの数密度を得ることができない。試験片に損傷を与えることなく、溶質原子クラスター
および転位ループの数密度を分離して評価したいという要望がある。
【０００６】
　本発明の実施形態は、このような事情を考慮してなされたもので、金属材料中に形成さ
れた脆化因子を非破壊で評価することができる非破壊評価技術を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態に係る非破壊評価方法は、金属材料の物性値の変化に基づいて前記金
属材料における中性子照射脆化による脆化因子を評価する工程を含む。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の実施形態により、金属材料中に形成された脆化因子を非破壊で評価することが
できる非破壊評価技術が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態の非破壊評価システムを示すブロック図。
【図２】第１実施形態の非破壊評価方法を示すフローチャート。
【図３】第２実施形態の非破壊評価システムを示すブロック図。
【図４】第２実施形態の非破壊評価方法を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（第１実施形態）
　以下、本実施形態を添付図面に基づいて説明する。まず、第１実施形態の非破壊評価方
法および非破壊評価システムについて図１から図２を用いて説明する。
【００１１】
　図１の符号１は、第１実施形態の非破壊評価システムである。この非破壊評価システム
１は、原子力発電プラントにおいて原子炉を収容する圧力容器を構成する材料の評価を行
うために用いられる。なお、原子力発電プラントの一例としては、沸騰水型原子炉（ＢＷ
Ｒ）がある。
【００１２】
　圧力容器は、原子炉で発生する中性子が長年に亘って照射される。そのため、圧力容器
には、中性子照射に基づく脆化が生じる。この圧力容器の中性子照射脆化の度合を、非破
壊評価システム１を用いて評価する。なお、圧力容器のみならず、原子力発電プラントを
構成するその他の部材の中性子照射脆化の度合を、非破壊評価システム１を用いて評価し
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ても良い。
【００１３】
　圧力容器は、分解および交換が不可能な部材である。そのため、原子力発電プラントの
運転開始時に予め多数の監視試験片（金属材料）が圧力容器の内部に設置され、中性子の
照射に曝されるようになっている。これらの監視試験片は、圧力容器を製造したときの材
料と、同一の組成および熱処理により製造されている。つまり、監視試験片は、圧力容器
を形成する金属材料に対応している。
【００１４】
　さらに、圧力容器を製造したときの材料と、同一の組成および熱処理により製造された
アーカイブ用材料（金属材料）がある。このアーカイブ用材料は、圧力容器を形成する金
属材料に対応している。なお、アーカイブ用材料は、圧力容器の内部には設置されず、中
性子の照射を受けない場所で保管される。
【００１５】
　本実施形態では、監視試験片およびアーカイブ用材料から取得される物性値に基づいて
、圧力容器の中性子照射脆化による脆化因子の評価を行う。なお、以下の説明では、監視
試験片およびアーカイブ用材料を金属材料と称する。
【００１６】
　なお、アーカイブ用材料を中性子照射前の金属材料とみなす。一方、監視試験片を中性
子照射後の金属材料とみなす。これら中性子の照射量が異なる金属材料の物性値の変化量
により、金属材料の中性子照射脆化の評価を行うことができる。
【００１７】
　なお、中性子照射期間、つまり、圧力容器に設置されていた期間が異なる複数の監視試
験片を用いても良い。例えば、中性子照射期間が第１期間（例えば、１０年）である物性
値と、中性子照射期間が第１期間よりも長い第２期間（例えば、２０年）である物性値と
に基づいて、金属材料の脆化因子を評価しても良い。なお、第１期間は、中性子照射期間
が全く無いこと、つまり、中性子照射期間がゼロ（例えば、０年）であることを含む。
【００１８】
　圧力容器を形成する金属材料は、低合金鋼である。なお、低合金鋼とは、鉄に含まれる
Ａｌ、Ｂ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｌａ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｎｂ、Ｎｉ、Ｐ、Ｐｂ、Ｓ、Ｓｅ、Ｓ
ｉなどの所定の合金元素の合計量が５％以下の合金鋼のことである。
【００１９】
　本実施形態では、中性子照射に伴う低合金鋼の物性値変化を評価することにより、金属
材料の組織中に形成された脆化因子の数密度を非破壊で評価する。特に、中性子照射を受
けた圧力容器の低合金鋼に対応する金属材料に本実施形態を適用することで、金属材料の
組織中に形成された脆化因子である溶質原子クラスターおよび転位ループの数密度を非破
壊で評価することができる。
【００２０】
　監視試験片を破壊せずに測定するだけで評価が行えるため、圧力容器の内部から取り出
した監視試験片であれば、評価後に圧力容器の内部へ再設置することが可能となる。さら
に、評価した溶質原子クラスターおよび転位ループの数密度を脆化予測式の入力値とする
ことで、脆化量の指標となる延性脆性遷移温度などの変化量を評価することが可能となる
。なお、脆化予測式は、電力中央研究所などの研究機関が定めているものを用いる（例え
ば、非特許文献１、２参照）。
【００２１】
　本実施形態では、少なくとも２種類の物性値の変化に基づいて脆化因子を評価する。こ
のようにすれば、溶質原子クラスターと転位ループとを含む少なくとも２種類の脆化因子
の評価を行うことができる。
【００２２】
　また、物性値は、電気特性値、磁気特性値、硬さのうちの少なくともいずれかを含む。
このようにすれば、金属材料を破壊せずにその物性値を取得することができる。
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【００２３】
　また、電気特性値は、電気抵抗率である。このようにすれば、金属材料から非破壊で電
気特性値の取得をすれば良いため、その取得作業を容易に行うことができる。
【００２４】
　また、磁気特性値は、交流磁化測定により評価される角型比である。このようにすれば
、金属材料から非破壊で磁気特性値の取得をすれば良いため、その取得作業を容易に行う
ことができる。なお、磁気特性値には、保磁力、飽和磁束密度、残留磁束密度、透磁率な
ども含まれる。
【００２５】
　また、脆化因子は、溶質原子クラスターおよび転位ループを含む。このようにすれば、
中性子照射脆化の主要因である溶質原子クラスターおよび転位ループの評価を行うことが
できる。
【００２６】
　また、金属材料は、低合金鋼である。このようにすれば、中性子を最も多く照射される
圧力容器に用いられている低合金鋼の評価を行うことができる。
【００２７】
　次に、非破壊評価システム１のシステム構成を図１に示すブロック図を参照して説明す
る。
【００２８】
　非破壊評価システム１は、非破壊測定装置２と評価装置３と備える。非破壊測定装置２
は、金属材料の物性値を測定する。評価装置３は、非破壊測定装置２で測定した物性値に
基づいて金属材料の脆化因子の評価を行う。
【００２９】
　本実施形態の非破壊評価システム１の評価装置３は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤＤ
などのハードウェア資源を有し、ＣＰＵが各種プログラムを実行することで、ソフトウェ
アによる情報処理がハードウェア資源を用いて実現されるコンピュータで構成される。さ
らに、本実施形態の非破壊評価方法は、プログラムをコンピュータに実行させることで実
現される。
【００３０】
　評価装置３は、メイン制御部４と情報入力部５と物性値取得部６と脆化因子評価部７と
表示出力部８とを備える。これらは、メモリまたはＨＤＤに記憶されたプログラムがＣＰ
Ｕによって実行されることで実現される。
【００３１】
　メイン制御部４は、非破壊評価システム１を統括的に制御する。
【００３２】
　情報入力部５は、評価装置３を使用する使用者の操作に応じて所定の情報が入力される
。この情報入力部５には、マウスまたはキーボードなどの入力装置が含まれる。つまり、
これら入力装置の操作に応じて所定の情報が情報入力部５に入力される。
【００３３】
　物性値取得部６は、非破壊測定装置２が測定した金属材料の物性値を取得する。つまり
、物性値取得部６は、物性値を取得する工程を実行する。なお、物性値の記憶を行っても
良い。
【００３４】
　脆化因子評価部７は、金属材料の物性値の変化に基づいて金属材料における中性子照射
脆化による脆化因子を評価する。つまり、脆化因子評価部７は、脆化因子を評価する工程
を実行する。
【００３５】
　表示出力部８は、脆化因子評価部７の評価結果、例えば、脆化因子の数密度の計算結果
を出力する制御を行う。
【００３６】



(7) JP 2020-176855 A 2020.10.29

10

20

30

40

50

　本実施形態の非破壊評価システム１には、評価結果の出力を行うディスプレイなどの表
示装置が含まれる。つまり、表示出力部８は、ディスプレイに表示される画像の制御を行
う。なお、ディスプレイはコンピュータ本体と別体であっても良いし、一体であっても良
い。さらに、ネットワークを介して接続される他のコンピュータが備えるディスプレイに
表示される画像の制御を表示出力部８が行っても良い。
【００３７】
　なお、本実施形態では、表示装置としてディスプレイを例示するが、その他の態様であ
っても良い。例えば、プロジェクタを用いて情報の表示を行っても良い。さらに、紙媒体
に情報を印字するプリンタをディスプレイの替りとして用いても良い。つまり、表示出力
部８が制御する対象としてプロジェクタまたはプリンタが含まれても良い。
【００３８】
　次に、第１実施形態の非破壊評価システム１が実行する非破壊評価処理について図２の
フローチャートを用いて説明する。なお、図１に示すブロック図を適宜参照する。
【００３９】
　図２に示すように、まず、ステップＳ１１において、非破壊評価システム１の非破壊測
定装置２は、金属材料の物性値の測定を行う。
【００４０】
　次のステップＳ１２において、非破壊評価システム１の評価装置３の物性値取得部６は
、非破壊測定装置２が測定した金属材料の物性値を取得する。例えば、物性値１、物性値
２、…、物性値ｎ、を取得する。ただし、ｎ≧１とする。つまり、１種類以上の物性値を
取得する。
【００４１】
　次のステップＳ１３において、脆化因子評価部７は、取得された物性値に基づいて脆化
因子の数密度計算を行う。ここで、脆化因子の数密度を次の数式１を用いて計算する。
【００４２】
【数１】

【００４３】
　ここで、
　ｘｊは、脆化因子ｊの数密度（ｊ＝１，２,…,ｍ）、
　Ｐｉ（ｘ１,ｘ２,…,ｘｍ）は、中性子照射後の金属材料の物性値i（ｉ＝１，２,…,ｎ
）、
　ｑｉｊ(ｘｊ)は、脆化因子ｊの形成に伴う物性値ｉの変化量（ｉ＝１，２,…,ｎ、ｊ＝
１，２,…,ｍ）、
　ｓｉは、中性子照射前の金属材料の物性値ｉ（ｉ＝１，２,…,ｎ）、
　である。
　ただし、ｎ≧ｍ≧１である。
【００４４】
　金属材料に対する非破壊評価によって得られる１種類以上の物性値ｉ（ｉ＝１，２,…,
ｎ）に関して、中性子照射前の金属材料（例えば、アーカイブ用材料）の物性値をｓｉに
代入し、中性子照射後の金属材料（例えば、監視試験片）の物性値をＰｉ（ｘ１,ｘ２,…
,ｘｍ）に代入する。ｑｉｊ(ｘｊ)は、ｘｊ（ｊ＝１，２,…,ｍ）の関数であるため、数
式１を連立して解くことで、脆化因子ｊの数密度が得られる。
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【００４５】
　次のステップＳ１４において、表示出力部８は、脆化因子の数密度の計算結果の出力を
行う。そして、処理を終了する。
【００４６】
　（第２実施形態）
　次に、第２実施形態の非破壊評価システム１Ａおよび非破壊評価方法について図３から
図４を用いて説明する。なお、前述した実施形態に示される構成部分と同一構成部分につ
いては同一符号を付して重複する説明を省略する。
【００４７】
　まず、第２実施形態の非破壊評価システム１Ａのシステム構成を図３に示すブロック図
を参照して説明する。
【００４８】
　第２実施形態の評価装置３Ａは、メイン制御部４と情報入力部５と関係式作成部９と係
数決定部１０と物性値取得部６と脆化因子評価部７と機械特性評価部１１と表示出力部８
とを備える。これらは、メモリまたはＨＤＤに記憶されたプログラムがＣＰＵによって実
行されることで実現される。
【００４９】
　関係式作成部９は、脆化因子数密度と物性値の関係式の作成を行う。つまり、関係式作
成部９は、関係式を作成する工程を実行する。
【００５０】
　係数決定部１０は、関係式作成部９にて作成された関係式中の係数の決定を行う。つま
り、係数決定部１０は、係数を決定する工程を実行する。
【００５１】
　機械特性評価部１１は、脆化因子評価部７が算出した脆化因子に基づいて金属材料の機
械特性を評価する。つまり、機械特性評価部１１は、金属材料の機械特性を評価する工程
を実行する。このようにすれば、金属材料の具体的な脆化を把握することができる。なお
、機械特性は、例えば、延性脆性遷移温度である。なお、延性脆性遷移温度とは、金属材
料の破壊形態が延性破壊の領域から脆性破壊の領域に移る温度を示す。このようにすれば
、金属材料が温度低下によって延性を失い、脆性が現れて脆くなる温度を把握することが
できる。
【００５２】
　次に、第２実施形態の非破壊評価システム１Ａが実行する非破壊評価処理について図４
のフローチャートを用いて説明する。なお、図３に示すブロック図を適宜参照する。
【００５３】
　第２実施形態は、前述の第１実施形態の脆化因子数密度と物性値の関係式である数式１
のｑｉｊ(ｘｊ)が既知でない場合の実施形態である。また、物性値２の例として、交流磁
化測定により得られる残留磁束密度と飽和磁束密度の比である角型比を評価する。なお、
両者は、どちらから評価してもよい。また、脆化因子は、溶質原子クラスターおよび転位
ループの２種類である。
【００５４】
　図４に示すように、まず、ステップＳ２１において、非破壊評価システム１Ａの評価装
置３Ａの関係式作成部９は、脆化因子数密度と物性値の関係式を作成する。
【００５５】
　次のステップＳ２２において、係数決定部１０は、関係式作成部９にて作成された関係
式中の係数（比例係数）の決定を行う。
【００５６】
　次のステップＳ２３において、非破壊評価システム１Ａの非破壊測定装置２は、金属材
料の物性値の測定を行う。
【００５７】
　次のステップＳ２４において、物性値取得部６は、非破壊測定装置２が測定した金属材
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【００５８】
　次のステップＳ２５において、脆化因子評価部７は、取得された物性値に基づいて脆化
因子の数密度計算を行う。
【００５９】
　次のステップＳ２６において、表示出力部８は、脆化因子の数密度の計算結果の出力を
行う。
【００６０】
　次のステップＳ２７において、機械特性評価部１１は、脆化因子評価部７が算出した脆
化因子の数密度の計算結果を脆化予測式へ入力して計算を行う。
【００６１】
　次のステップＳ２８において、機械特性評価部１１は、脆化予測式の計算結果に基づい
て金属材料の機械特性を評価する。
【００６２】
　次のステップＳ２９において、表示出力部８は、機械特性評価部１１の金属材料の機械
特性の評価結果の出力を行う。そして、処理を終了する。
【００６３】
　次に、関係式作成部９、係数決定部１０、物性値取得部６、脆化因子評価部７および機
械特性評価部１１が、前述のステップにて実行する具体的な計算態様について説明する。
【００６４】
　前述の第１実施形態に示す通り、異なる種類の脆化因子は、それぞれ独立して物性値に
影響を与える。その影響は、各々の数密度に比例するため、前述の数式１は、比例係数ａ
，ｂ，ｃ，ｄを用いて次の数式２のように表すことができる。
【００６５】
【数２】

【００６６】
　ここで、
　ｘは、溶質原子クラスターの数密度、
　ｙは、転位ループの数密度、
　Ｒ（ｘ，ｙ）は、中性子照射後の低合金鋼の電気抵抗率、
　ｒ０は、中性子照射前の低合金鋼の電気抵抗率、
　Ｍ（ｘ，ｙ）は、中性子照射後の低合金鋼の角型比、
　ｍ０は、中性子照射前の低合金鋼の角型比、
　である。
【００６７】
　これらの比例係数は、圧力容器を形成する材料と同一の組成および熱処理により製造さ
れた低合金鋼の監視試験片、または、圧力容器の製造時のアーカイブ用材料に対して、熱
時効処理および電子線照射をそれぞれ実施し、溶質原子クラスターおよび転位ループをそ
れぞれ単独で形成させた上で、電気抵抗率および角型比を評価することによって、求める
ことができる。
【００６８】
　一例として、表１に示す組成および表２に示す熱処理条件で製造された低合金鋼の比例
係数の求め方を示す。表１は、対象とする低合金鋼の組成を示す。表２は、対象とする低
合金鋼の熱処理条件を示す。
【００６９】
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【表１】

【００７０】
【表２】

【００７１】
　例えば、低合金鋼への熱時効処理によって銅を主成分とする６.４・１０４～２.７・１
０５ｎｍ３程度の体積の溶質原子クラスターを１.２・１０２２個／ｍ３の数密度で形成
させる場合に、電気抵抗率は－２.６・１０－１μΩ・ｃｍ変化するとともに、角型比は
５.１・１０－３変化する。
【００７２】
　また、電子線照射によって直径が数ｎｍ～１０数ｎｍ程度の格子間原子型の転位ループ
を１.０・１０２０個／ｍ３の数密度で形成させる場合には、電気抵抗率は６.６・１０－

１μΩ・ｃｍ変化するとともに、角型比は１.９・１０－３変化する。
【００７３】
　よって、それぞれの物性値の変化量をそれぞれの脆化因子の数密度で除することで、ａ
＝－２.２・１０－２３、ｂ＝６.６・１０－２１、ｃ＝４.３・１０－２５、ｄ＝１.９・
１０－２３が得られる。
【００７４】
　前述の比例係数を用いることで、物性値の変化量から脆化因子の数密度を推定すること
ができる。
【００７５】
　例えば、電気抵抗率および角型比が溶質原子クラスターの形成に伴い、それぞれＸ１，
Ｙ１変化したとすると、その数密度はＸ１／ａ（＝Ｙ１／ｃ）と推定される。また、電気
抵抗率および角型比が転位ループの形成に伴い、それぞれＸ２，Ｙ２変化したとすると、
その数密度はＸ２／ｂ（＝Ｙ２／ｄ）と推定される。なお、前述の低合金鋼に中性子照射
を行う前の電気抵抗率はｒ０＝２.５・１０（μΩ・ｃｍ）であり、角型比はｍ０＝７.４
・１０－１である。これらの値を数式２に代入すると、次の数式３を得る。
【００７６】
【数３】

【００７７】
　ここで、
　Ｒ（ｘ，ｙ）は、中性子照射後の低合金鋼の電気抵抗率、
　Ｍ（ｘ，ｙ）は、中性子照射後の低合金鋼の角型比、
　である。
【００７８】



(11) JP 2020-176855 A 2020.10.29

10

20

30

40

50

　そして、中性子照射後の低合金鋼の電気抵抗率および角型比を非破壊評価した結果、以
下の値が得られたとする。
【００７９】
　Ｒ（ｘ，ｙ）＝２.９・１０（μΩ・ｃｍ）
　Ｍ（ｘ，ｙ）＝８.０・１０－１

【００８０】
　これらの値を数式３に代入して連立方程式を解くことで、ｘ＝９.８・１０２２、ｙ＝
９.３・１０２０が得られる。そして、中性子照射により形成された溶質原子クラスター
が９.８・１０２２個／ｍ３であり、転位ループの数密度が９.３・１０２０個／ｍ３であ
ることが分かる。
【００８１】
　また、これらの値を脆化予測式の入力値とすることで、脆化量の指標となる延性脆性遷
移温度などの変化量を評価することが可能となる。
【００８２】
　なお、数式２の比例係数ａ，ｂ，ｃ，ｄは、軽水炉の監視試験片を用いても求められる
。一例として、軽水炉のｎ回目および（ｎ＋１）回目（ｎは自然数）の定期検査時に取り
出した監視試験片を用いた比例係数の求め方を示す。ｋ回目に取り出した監視試験片にお
いて、溶質原子クラスター数密度、転位ループ数密度、電気抵抗率、角型比が、それぞれ
ｘｋ、ｙｋ、Ｒｋ、Ｍｋである場合に、次の数式４が成り立つ。これを解くことで、比例
係数ａ，ｂ，ｃ，ｄを求めることができる。
【００８３】

【数４】

【００８４】
　ここで、
　ｒ０は、中性子照射前の監視試験片の電気抵抗率、
　ｍ０は、中性子照射前の監視試験片の角型比、
　である。
【００８５】
　第２実施形態では、（ｎ＋２）回目以降の定期検査時に取り出す監視試験片を対象に、
電気抵抗率および角型比を非破壊評価した結果を、数式２に代入して解くことで、監視試
験片の溶質原子クラスター数密度および転位ループ数密度を非破壊で評価することができ
る。なお、ｎ回目および（ｎ＋１）回目の定期検査時に取り出した監視試験片については
、溶質原子クラスター数密度および転位ループ数密度を評価する際に破壊評価が必要とな
る。
【００８６】
　本実施形態に係る非破壊評価方法および非破壊評価システムを第１実施形態から第２実
施形態に基づいて説明したが、いずれか１の実施形態において適用された構成を他の実施
形態に適用しても良いし、各実施形態において適用された構成を組み合わせても良い。
【００８７】
　なお、本実施形態のフローチャートにおいて、各ステップが直列に実行される形態を例
示しているが、必ずしも各ステップの前後関係が固定されるものでなく、一部のステップ
の前後関係が入れ替わっても良い。また、一部のステップが他のステップと並列に実行さ
れても良い。
【００８８】
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　本実施形態のシステムは、専用のチップ、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array
）、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）、またはＣＰＵ（Central Processing Unit）
などのプロセッサを高集積化させた制御装置と、ＲＯＭ（Read Only Memory）またはＲＡ
Ｍ（Random Access Memory）などの記憶装置と、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）またはＳＳ
Ｄ（Solid State Drive）などの外部記憶装置と、ディスプレイなどの表示装置と、マウ
スまたはキーボードなどの入力装置と、通信インターフェースとを備える。このシステム
は、通常のコンピュータを利用したハードウェア構成で実現できる。
【００８９】
　なお、本実施形態のシステムで実行されるプログラムは、ＲＯＭなどに予め組み込んで
提供される。もしくは、このプログラムは、インストール可能な形式または実行可能な形
式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、メモリカード、ＤＶＤ、フレキシブルディスク
（ＦＤ）などのコンピュータで読み取り可能な非一過性の記憶媒体に記憶されて提供する
ようにしても良い。
【００９０】
　また、このシステムで実行されるプログラムは、インターネットなどのネットワークに
接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせて提供するよ
うにしても良い。また、このシステムは、構成要素の各機能を独立して発揮する別々のモ
ジュールを、ネットワークまたは専用線で相互に接続し、組み合わせて構成することもで
きる。
【００９１】
　なお、本実施形態では、沸騰水型原子炉（ＢＷＲ：Boiling Water Reactor）に適用し
ているが、その他の態様であっても良い。例えば、改良型沸騰水型軽水炉（ＡＢＷＲ：Ad
vanced Boiling Water Reactor）または加圧水型原子炉（ＰＷＲ：Pressurized Water Re
actor）に本実施形態を適用しても良い。
【００９２】
　なお、本実施形態では、軽水炉の圧力容器の評価を行っているが、その他の態様であっ
ても良い。例えば、核燃料を冷却する冷却材としてのナトリウムなどの液体金属を用いる
原子炉の原子炉容器の評価を行うために本実施形態を適用しても良い。
【００９３】
　以上説明した少なくとも１つの実施形態によれば、金属材料の物性値の変化に基づいて
金属材料における中性子照射脆化による脆化因子を評価する工程を含むことにより、金属
材料中に形成された脆化因子を非破壊で評価することができる。
【００９４】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更、組み合わせを行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれるものである。
【符号の説明】
【００９５】
１（１Ａ）…非破壊評価システム、２…非破壊測定装置、３（３Ａ）…評価装置、４…メ
イン制御部、５…情報入力部、６…物性値取得部、７…脆化因子評価部、８…表示出力部
、９…関係式作成部、１０…係数決定部、１１…機械特性評価部。
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